
　
前
回
は
国
道
と
県
道
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
し
た
の
で
、
今
回
は
郡
道
と

橋
に
つ
い
て
の『
糟
屋
郡
志
』の
記
事

を
読
ん
で
み
ま
す
。

　『
糟
屋
郡
志
』編
さ
ん
当
時
の「
指

定
郡
営
路
線
」の
数
は
49
で
す
。
総

延
長
が
48
里
７
町
７
間
。
１
間
は
１・

８
メ
ー
ト
ル
、
１
町
は
１
０
９
メ
ー

ト
ル
、
１
里
は
約
３・
９
キ
ロ（
通
常

は
４
キ
ロ
で
換
算
）で
す
。
須
恵
村

に
は
当
時
県
道
が
な
く
、
郡
道
が
４

路
線
あ
り
ま
し
た
。

① 

須
恵
村
大
字
植
木
字
白
石

　 

郡
横
間か

ん

道ど
う

改
修
　
長
１
２
５
間

　 

幅
１
間
３
歩

　
明
治
43
年（
１
９
１
０
年
）「
従
来

坂
路
な
り
し
を
坂さ

か

下さ
げ

」と
書
か
れ
て

い
ま
す
の
で
、
坂
道
の
坂
を
な
だ
ら

か
に
削
る
工
事
を
行
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。「
郡
横
間
道
」の
意
味
は

よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、「
間
道
」は

脇
道
、
抜
け
道
を
指
し
ま
す
。
長
さ

の
１
歩
は
１
間
と
同
じ
で
す
が
、
こ

の
場
合
は
歩
合
の
こ
と
で
、
３
歩
は

10
分
の
３
の
意
味
。
道
幅
１・
３
間

に
な
り
ま
す
。

② 

須
恵
村
大
字
佐
谷
字
観
音
谷

　 

道
路
更
正
　
長
４
４
８
間

　 

幅
７
尺

　
大
正
４
年（
１
９
１
５
年
）４
月

「
従
来
坂
路
に
し
て
諸
車・
牛
馬
の

通
行
困
難
に
付
き
、
こ
れ
を
迂
回
変

更
し
困
難
を
除
く
」。
荷
車
や
牛
馬

も
越
え
に
く
い
、急
な
坂
道
が
あ
り
、

迂
回
路
を
新
た
に
造
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。「
道
路
更
正
記
念
碑
」は
よ

く
見
か
け
ま
す
。

③ 

須
恵
村
大
字
植
木
字
平
原

　 
郡
横
間
道
更
正
　
長
１
９
７
間

　 
幅
２
間

　
大
正
８
年（
１
９
１
９
年
）「
従
来

坂
路
、
屈
曲
に
付
き
、
直
線
に
更
正
」。

曲
が
り
く
ね
っ
た
坂
道
を
直
線
道
路

に
直
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
位
置

的
に
現
在
の
県
道
35
号
線
か
と
想
像

し
て
い
ま
す
。

④  

須
恵
村
大
字（
植
木
字
松
ヶ
音
／

須
恵
字
芝
原
）間

　 

郡
横
間
道
更
正
　
長
１
７
０
間

　 

幅
２
間

　
明
治
８
年（
１
８
７
５
年
）当
時
の

長
さ
５
間（
９
メ
ー
ト
ル
）以
上
の
橋

で
須
恵
村
に
あ
っ
た
の
は
次
の
通
り

で
す
。
大
字
名
、
地
名
、
石
橋・
土
橋

の
別
、
川
筋
の
名
、
橋
の
長
さ
と
幅
、

管
理
費
用
の
区
別（
官
費・
民
費
）の

順
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
官
費
は
江

戸
時
代
で
言
え
ば
藩
、
こ
の
頃
は
県

の
負
担
、
民
費
は
村
の
負
担
と
い
う

意
味
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
須
恵
村
の
大
字
は
６
つ（
佐
谷・
新

原・
上
須
恵・
須
恵・
旅
石・
植
木
）で
、

植
木
は
甲
植
木・
乙
植
木（
元
の
本も

っ

合た
い

村
）に
わ
か
れ
ま
す
が
、こ
の
時
は
佐

谷・
上
須
恵・
須
恵
し
か
上
が
っ
て
い

ま
せ
ん
。
他
の
地
域
の
橋
が
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
長
さ
が
５
間
よ

り
も
短
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

佐
谷
は
官
費・
民
費
の
区
別
が
書
か

れ
て
い
ま
せ
ん
。

大
字
佐
谷

◦
サ
ヤ
ノ
神
　
石
橋
　
須
恵
川
筋

　
長
６
間
３
尺・幅
１
間

◦
一
ノ
瀬
　
土
橋
　
同
上

　
長
７
間
３
尺・幅
１
間
３
尺

◦
戸
出
　
同
上
　
同
上

　
長
７
間
３
尺・幅
１
間

◦
古
野
添
　
土
橋
　
須
恵
川
筋

　
長
７
間・幅
１
間
３
尺

◦
中
島
　
同
上
　
同
上

189

ま
ち
の
史
跡
め
ぐ
り

町
文
化
財
専
門
委
員

石
瀧  

豊
美

大
正
13
年
刊
行
の『
糟
屋
郡
志
』を
読
む（
7
）

�

―
郡
道
と
橋
と
道
路
元
標
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長
７
間
３
尺・幅
１
間
３
尺

大
字
上
須
恵

◦
前
ノ
川
原
　
土
橋
　
須
恵
川
筋

　
長
８
間・幅
２
間
　
官
費

大
字
須
恵

◦
寺
の
前
　
土
橋
　
須
恵
川
筋

　
長
15
間・幅
１
間
半
　
民
費

　
須
恵
の「
寺
の
前
」は
今
も
あ
る
専

能
寺
の
前
の
橋
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
。

　『
糟
屋
郡
志
』は
次
の
よ
う
な
感
想

を
述
べ
て
い
ま
す
。

右
列
記
す
る
所
に
よ
れ
ば
、
宇

美
川
筋・須
恵
川
筋
に
は
か
な
り

多
く
の
橋
梁
あ
り
し
を
見
る
も
、

篠
栗
川・
久
原
川・
山
田
川
等
に

至
っ
て
は
、
ほ
と
ん
ど
絶
無
と

い
う
も
可
な
る（
ま
っ
た
く
な
い

と
言
っ
て
も
よ
い
）ぐ
ら
い
の
有

様
な
り
。
篠
栗
川
の
如
き
大
河

に
し
て
篠
栗
の
上
町
よ
り
金
出
、

及
び
萩
尾
に
通
ず
る
道
筋
に
土

橋
あ
り
て
、
そ
れ
よ
り
も
下
流

多
々
羅
川
の
大
橋
に
至
る
ま
で
、

約
一
里
半（
６
キ
ロ
）の
間
、
一

の
常
設
橋
梁
を
見
ず
。

　
川
に
橋
を
か
け
れ
ば
移
動
に
は
便

利
で
す
が
、
い
ざ
合
戦
と
な
る
と
侵

入
者
に
便
利
を
与
え
る
こ
と
に
も
な

り
ま
す
。
橋
が
少
な
い
の
は
戦
時
の

防
衛
力
を
維
持
す
る
た
め
と
い
う
意

味
合
い
も
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

今
の
福
岡
市
天
神
の
川
で
は
わ
ざ
と

泥
を
さ
ら
え
な
か
っ
た
と
言
い
ま
す

が
、
そ
れ
も
歩
い
て
渡
り
に
く
く
す

る
、と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　
そ
の
後
、
人
馬
の
往
来
、
人
力
車

の
運
転
に
支
障
が
な
い
よ
う
、
順
次

橋
が
設
け
ら
れ
、
大
正
時
代
に
は
次

の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
須
恵
町
関
係

は「
郡
の
経
済
に
関
せ
ず
、町
村
の
自

営
に
成
れ
る
橋
梁
」に
分
類
さ
れ
て

い
ま
す
。
郡
の
土
木
事
業
で
は
な
い
、

と
い
う
意
味
で
す
。
何
ら
か
の
基
準

が
あ
る
と
見
え
て
、
大
字
佐
谷
の
２

か
所
だ
け
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。「
投

げ
渡
し
石
橋
」の
意
味
は
不
明
で
す

が
、
石
橋
の
構
造
を
示
す
の
で
し
ょ

う
か
。

大
字
佐
谷

◦
字
白
石
　
須
恵
川
筋
　
投
渡
石
橋

　
長
13
尺・幅
４
尺

　
明
治
42
年（
１
９
０
９
年
）架
設
。

◦
字
古
ノ
添
　
須
恵
川
筋
　
石
橋

　
長
４
間・幅
１
間

　
も
う
ひ
と
つ
道
路
元
標
に
つ
い

て
も
ふ
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
辞
書
で
は「
道
路
の
起
点・
終
点

や
主
な
経
過
点
を
表
示
す
る
標
識
。」

と
説
明
し
て
い
ま
す
が
、
少
し
説
明

不
足
で
、
起
点・
終
点・
経
過
点
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
誰
に
と
っ
て

も
誤
解
な
く
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で

何
キ
ロ
と
表
示
す
る
計
算
が
で
き

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
も
と

に
な
る
位
置
を
示
す
標
識
で
、
動
か

す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
別
の
辞
書

で
は「
旧
道
路
法（
１
９
１
９
）に
よ

り
各
市
町
村
に
1
個
設
置
す
る
こ
と

と
さ
れ
、
そ
の
位
置
は
知
事
が
定
め

る
も
の
と
し
て
い
た
。
た
だ
、
東
京

市
に
つ
い
て
は
日
本
橋
の
中
央
と
定

め
ら
れ
て
い
た（
日
本
国
道
路
元
標
）。

１
９
２
２
年（
大
正
11
）の
内
務
省
令

は
、
そ
の
材
質
に
つ
い
て
、
石
材
そ

の
他
の
耐
久
性
の
も
の
を
使
用
す
る

こ
と
、
正
面
に
市
町
村
名
を
記
す
こ

と
を
定
め
る
と
と
も
に
、
寸
法
な
ど

も
明
示
し
て
い
た
が
、
現
行
の
道
路

法（
昭
和
27
年
法
律
１
８
０
号
）で
は
、

道
路
の
付
属
物
と
し
て
い
る
だ
け
で
、

設
置
義
務
、
材
質
、
様
式
な
ど
に
つ

い
て
の
定
め
は
な
い
。」と
し
て
い
ま

す
。

　
大
正
９
年（
１
９
２
０
年
）４
月
１

日
、
福
岡
県
告
示
で
定
め
ら
れ
た
須

恵
村
の
道
路
元
標
は「
大
字
上
須
恵

字
東と

う

干ぼ
し

田だ

４
６
４
番
地
先
　
郡
道

上
」に
あ
り
ま
し
た
。
現
在
の
上
須

恵
郵
便
局
の
近
く
で
、
当
時
の
須
恵

村
役
場
が
あ
っ
た
位
置
で
す
。
道

路
元
標
の
石
は
役
場
が
大
島
原（
現

在
の
ア
ザ
レ
ア
ホ
ー
ル
の
位
置
）に

移
っ
た
の
と
同
時
に
移
さ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。
福
岡
市
の
道
路
元

標
は「
天て

ん

神じ
ん
の

町ち
ょ
う

県
道
正
門
前
」。
福

岡
市
と
須
恵
村
の
間
は
３
里
２
合
６

勺（
３・
26
里
　
約
12・
７
キ
ロ
）と
さ

れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
福
岡
市
赤
煉

瓦
文
化
館（
旧
日
本
生
命
ビ
ル
）の
前
、

西
中
島
橋
た
も
と
に
福
岡
市
道
路
元

標
が
あ
り
ま
す
。

　
現
在
、
須
恵
町
の
道
路
元
標
は
写

真
の
通
り
、
須
恵
町
役
場
前
、
大
島

原
交
差
点
角
に
あ
り
ま
す
。

案内板と道路元標

路面に埋め込まれた
須恵町道路元標
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